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※●申のイベントは、申し込みが必要です。
※カレンダー内のページは、「広報あきしま」（特に明記していない場合は今号）のページです。
※担当で電話番号のないものはすべて市役所☎544-5111（代表）です。
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後半のイベントカレンダー
日 内　　容
24（金）
25（土）

26（日）
●	市税の休日窓口→9/1号８㌻ 担当納税課
●申 マイナンバーカード申請用写真撮影→11㌻

27（月）
●	消費者被害防止パネル展（10/1まで）→9/1号

10㌻ 担当暮らしの安全係
●申 ゲートキーパー初期研修→9/1号11㌻ 担当 あ

いぽっく☎544-5126

28（火）
●申 元気歯つらつ健口講座（全６回）→8/1・15合

併号13㌻ 担当高齢者支援係
●申 離乳食講座→9/1号12㌻ 担当 あいぽっく☎

543-7303

29（水）
●	多重債務110番（9/30まで）→9/1号10㌻ 担当

暮らしの安全係
●申 離乳食講座→9/1号12㌻ 担当 あいぽっく☎

543-7303

30（木）
●	国民健康保険税３期分、介護保険料３期分、
後期高齢者医療保険料３期分の納期限→9/1
号８㌻ 担当 納税課、介護福祉課保険料担当、
保険年金課後期高齢者医療係

10/1（金）●	ぱれっと感謝Weeks（10/17まで）→10㌻

2（土）
●	農産物即売会（15日・18日・19日・22日・25日・26日・

29日）→9/1号10㌻ 担当都市農業担当
●学習サロン（19日・26日）→7/15号９㌻ 担当福祉総務課

９月
日 内　　容
15（水）●認知症カフェ→4/15号11㌻ 担当介護福祉課

16（木）●申 乳幼児歯科健診→9/1号12㌻ 担当 あいぽっく
☎543-7303

17（金）
●申 出張ひろば→9/1号12㌻ 担当 子育てひろばな

しのき☎543-6716
●	教育委員会定例会→9/1号13㌻ 担当 教育委員

会庶務課

18（土）

●	ものしり化石塾→3/15号５㌻ 担当 市民図書
館☎543-1523
●	小惑星探査機はやぶさ２	実物大模型展示
（9/19まで）→9/1号10㌻ 担当 市民図書館☎
543-1523
●申 郷土資料室歴史講座（全２回）→9/1号10㌻

担当市民図書館☎543-1523
●申 認知症サポーター養成講座→9/1号11㌻ 担当

介護福祉課

19（日）
●申 バリアフリー映画会→8/1・15合併号12㌻

担当市民図書館☎543-1523
●申 数楽で脳トレ→9/1号10㌻ 担当社会教育係

20（祝）
●申 大人の塗り絵講座→8/1・15合併号12㌻ 担当

市民図書館☎543-1523
●申 88歳（米寿）を祝う会→8/1・15合 併 号13㌻

担当高齢者支援係

21（火）●献血→１㌻

22（水）●申 ウォーキング教室→9/1号11㌻ 担当 あいぽっ
く☎544-5126

23（祝）

市民の皆さんの意見を募集（パブリックコメント）
　パブリックコメントとは、政策などを決める
場合、あらかじめその内容を公表し、皆さんの
意見を募集するものです。市民参加によるまち
づくりを進めるため、次の素案に関する意見を
募集します。方法など詳しくは、実施要領をご
覧ください。

【共通事項】
◇ 素案・実施要領の配布　９月16日から、市役

所総合案内カウンター、東部出張所、市民交
流センター、松原町コミュニティセンター、
勤労商工市民センター、あいぽっく、各高齢
者福祉センター、児童センター「ぱれっと」、
環境コミュニケーションセンター、水道部、
各市立会館（大神会館・富士見会館を除く）、
総合スポーツセンター、KOTORIホール（市
民会館）・公民館、アキシマエンシス国際交
流教養文化棟で

※市ホームページでもご覧いただけます。
※ 郵送を希望する方は、各担当へ問い合わせて

ください。
◇ 意見・要望の提出　10月15日（消印有効）まで

次期総合基本計画（素案）

　まちづくりにおける市民と行政の共通の指針
とするため、令和４年度から10年間の基本構想
と、前期５年間の基本計画を策定します。
☆詳しくは、総合基本計画担当へ。

国土強靱
じん

化地域計画（素案）

　大規模自然災害が発生しても、市民の生命と
生活を守り、機能不全に陥らないまちづくりを
推進するための指針となるものです。市が策
定するさまざまな分野の計画の指針ともなるた
め、次期総合基本計画と一体的に策定します。
☆詳しくは、防災係へ。

交通安全計画（素案）

　道路環境の整備、交通安全意識の啓発など、
交通安全に関する施策の指針とするため、令和
３年度から５年間の計画を策定します。
☆詳しくは、交通安全係へ。


